
議案第１１号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 12 慣行の取扱い 関 係 項 目

１ 新市の市章、市の花・木・鳥、市の歌については、新市において新たに定める。

調 整 方 針 ２ 新市の市民憲章、都市宣言、キャッチフレーズ、キャラクターマークについて
は、新市において調整する。

現 況 調整理由・課題

１ 市町村章 【調整理由】
市章は、市町村の名称や自然をモチ

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 ーフにして制定されているが、新市の
シンボルとして合併後、速やかに制定

（紋章） （紋章） （紋章） （紋章） （紋章） （紋章） する必要がある。
・昭和30年10月3日制定 ・昭和47年12月28日制定 ・平成元年12月20日制定 ・昭和49年６月20日制定 ・昭和41年７月20日制定 ・昭和46年１月１日制定
・ シブ川」を図案化した ・伊香保町の古い伝統、歴 ・円は村の融和と発展を祈 ・子持村の コ を形取り ・赤城村の頭文字「Ａ」を ・たちばなの実の中に、北 【課題】「 「 」 、
もので、シ・ブで協同・円 史、又石段と湯の町をあら 念し、内部は小野上の文字 円は村の和を表し、内部は 図案化したもので二つの輪 橘村の「北」の文字をデザ 現在の市町村章については、地域の
満・躍進を表し、中央丸の わすために、草書の「伊」 を図案化し、山と国道と川 子持山と利根川、吾妻川を は人の「和」を意味し、黒 インしたもの。 シンボルとして制定された経緯があり

「 」 、 、中に川をかたどり、市の将 をデザインし、上部を扇形 を表している。 表している。 い部分は現在の産業の発展 ・村名は俗に ほっきつ村 地域住民にとっては 愛着があるので
。来の永遠なる発展と平和を に広げたのは、町の調和と を示す円グラフとなってい ただしくは「きたたちばな その伝承について検討する必要がある

象徴している。 飛躍する姿をあらわしたも る。 村」という。
のである。

２ 市町村の花、木、鳥
【調整理由】

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 市の花・木・鳥・歌は、市町村の自
然環境や文化・風土を背景に制定され

昭和51年12月20日制定 昭和54年12月１日制定 平成元年６月25日制定 昭和57年６月８日制定 昭和59年12月１日制定 昭和54年10月１日制定 ているが、新市のシンボルとして合併
花：あじさい 花：つつじ 花：ひまわり 花：きく 花：やまゆり 花：ヒマワリ 後、速やかに制定する必要がある。
木：あかまつ 木：もみじ 木：けやき 木：かえで 木：松 木：タチバナ
鳥：－ 鳥：ほととぎす 鳥：やまばと 鳥：－ 鳥：－ 鳥：－ 【課題】

現在の市町村の花・木・鳥、歌につ
いては、地域性を背景に制定され、愛
着があるため伝承について検討する必

３ 市町村の歌 要がある。

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

・昭和51年3月27日制定 ・平成元年10月31日制定 ・正式な村の歌でなく、諸 ・正式な村の歌でなく、諸 ・正式な村の歌でなく、諸 ・正式な村の歌でなく、諸
・ 渋川市の歌」 ・ 伊香保町のうた」 行事に用いられる楽曲 行事に用いられる楽曲 行事に用いられる楽曲 行事に用いられる楽曲「 「
・作詞：山田博史 ・作詞：高草木昭允 ・ 小野上音頭」 ・昭和55年９月制定 ・昭和44年11月 ・橘音頭「
・補作：渋川市の歌選考委 ・補作：たなかゆきお ・作詞：須田康史 ・ 子持よいとこ」 ・ 赤城村音頭」「 「

員会 ・作曲：飯田三郎 ・作曲：西山肇 ・作詞：埴田時雄 ・教育委員会選定
・作曲：服部良一 ・編曲：双葉あきら ・補作：山口重雄

・ 旅情伊香保」 ・ 小野上小唄」 ・作曲：原秀夫「 「
・作詞：佐藤宗幸 ・作詞：佐藤長三郎 ・ 子持嶺讃歌」「
・作曲：佐藤宗幸 ・作曲：斉藤好雄 ・作詞：荻野宗之輔

・補作曲：双葉あきら ・補作：山口重雄
・編曲：双葉あきら ・作曲：原秀夫



議案第１１号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 12 慣行の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

４ 市町村民憲章
【調整理由】

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 市民憲章は、新市の住民の一体性の
醸成を図る上で、重要な役割を担うこ

昭和49年10月１日制定 昭和54年12月１日制定 平成元年６月25日制定 昭和54年８月20日制定 昭和51年９月１日制定 昭和60年５月３日制定 とになるので、新市の将来構想を踏ま
（趣旨） （趣旨） （趣旨） (趣旨） （趣旨） （内容） えて、合併後、速やかに調整する必要
赤城、榛名の景勝にはぐ わたくしたちは、美しい わたくしたちは「あふれ ゆたかな自然と輝く歴史 名峰赤城山の山麓に位置 名峰赤城のふもと緑の大地 がある。

くまれたわたくしたち渋川 自然の景観に恵まれた、伊 る緑といで湯の里おのが に恵まれた私達は、その喜 して、美しい利根の清流を に香りゆかしい 橘の風を
市民は、永遠の平和と心豊 香保温泉の町民です。より み」を愛し、先人の努力と びと誇りのもとに、子持村 眺望し、輝かしい歴史と伝 おこそう より美しく よ 【課題】
かな生活を願い、北毛の中 よい観光と文化のかおり高 英知によって発展・築かれ 民である自覚と責任におい 統にはぐくまれたわたくし りたくましく より豊かな 現在の市町村民憲章については、そ

、核都市市民としての自覚に き温泉町を築くためこの憲 た郷土を受け継ぎ、小野上 て、明るく豊かな郷土をつ たちは、その喜びと自覚の 心のかよう村をめざして の地域住民の共通目標であることから
基づき、ここにこの憲章を 章を定めます。 村の限りない躍進と村民の くるため、ここに日常生活 もとに、村の平和と秩序、 一、自然をだいじにしよう 地区憲章としての伝承について検討す
定めます。 １ わたくしたちは、自然 しあわせを願い、ここに憲 の規範を定めて進みます。 そして幸福と繁栄を念願と 一、丈夫なからだをつくろ る必要がある。
１ 環境をととのえ､きま のいで湯に感謝し、美し 章を定めます。 １ からだをきたえ、知識 して、ここに赤城村民とし う
りを守り､みんなのしあ い環境の町をつくりまし をひろめ、豊かな心を養 て実践していかなければな 一、仕事にはげもう
わせを大切にしましょう ょう １ 伝統を受け継ぎ教養を いましょう らない日常生活の規範を定 一、仲よく助け合おう

２ からだをきたえ､働く ２ わたくしたちは、訪れ 高め文化の香り高い村を ２ 郷土を愛し、はたらく めます。 一、文化をたいせつにしよ
ことに誇りをもち､豊か る人々を温かく迎え、親 つくりましょう。 喜びをもち、たのしい家 １、まことをつくし礼儀を う
なくらしをきずきましょ 切な明るい町にしましょ １ 仕事に創意と誇りをも 庭をきずきましょう ただし心豊かな人になり
う。 う ち活力のある村をつくり ３ きまりを守り、礼儀を ましょう 平成11年12月１日制定

３ 老人を敬い､青少年の ３ わたくしたちは、文化 ましょう。 正して、人とのふれ合い １、健康で働き生活を楽し 北橘村高齢者憲章
夢をそだて､明るい家庭 財を保存し、よい風習の １ 美しい自然を愛しいた を大切にしましょう みなごやかな家庭をつく
をつくりましょう。 町にしましょう わりあって人情豊かな村 ４ 感謝の心で社会につく りましょう

４ 郷土を愛し､教養をた ４ わたくしたちは、花や をつくりましょう。 し、老人をうやまい、青 １、きまりを守り助け合っ
かめ､文化の創造につと 木を大切にし、美しい緑 １ スポーツに親しみ健康 少年の夢を育てましょう て住みよい村をつくりま
めましょう。 の町を育てましょう で明るい村をつくりまし ５ 教養をたかめ、技術を しょう

５ たがいに信じあい､助 ５ わたくしたちは、スポ ょう。 みがき、文化のかおり高 １、技術をみがき生産には
けあい､心にきれいな花 ーツを愛好し、健康でさ １ きまりを守り心のふれ い郷土をきずきましょう げみ郷土の発展に努めま
をさかせましょう。 わやかな町をつくりまし あいを大切にして住みよ しょう

ょう い村をつくりましょう。 １、教養を高め善意をひろ
めみんなのしあわせをき
ずきましょう

５ 都市宣言 【調整理由】
都市宣言制定の時代背景と経緯を踏

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 まえて、調整する必要がある。

・昭和63年３月10日制定 ・平成３年９月24日制定 ・平成２年12月19日制定 ・平成12年12月７日制定 ・平成８年９月17日制定 ・平成元年９月12日 【課題】
、核兵器廃絶平和都市宣言 核兵器廃絶平和都市宣言 非核平和宣言 非核平和宣言 核兵器廃絶平和宣言 核兵器廃絶平和宣言 同一内容である平和宣言については

・昭和63年８月２日制定 ・昭和60年２月14日 新市において宣言文を統一して引き継
青色申告の町宣言 青色申告振替納税宣言 ぐことが考えられるが、青色申告の町

宣言等については、制定当時の時代背
景を考慮して、調整する必要がある。

６ キャッチフレーズ 【調整理由】
キャッチフレーズ、キャラクターマ

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村 ークは地域の特性を背景に制定されて
おり、新市の一体性の観点から調整が

・昭和58年７月20日制定 ・ 石段と湯のまち」 ・なし ・昭和58年制定 ・第4次総合計画(H14年度) ・なし 必要である。「
「日本のまんなか緑の渋 「自然と歴史の里 子持 「住民の笑顔と歓声が聞

川」 村」 こえるむら」 【課題】
・新市のキャッチフレーズは、新市建
設計画における将来構想を踏まえて、
制定する必要がある。

、・子持村独自のキャラクターマークは
地域住民に愛着があることから、子持
地区のキャラクターマークとして伝承
することが考えられる。



議案第１１号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 12 慣行の取扱い 関 係 項 目

現 況 調整理由・課題

７ キャラクターマーク

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村

・なし ・なし ・なし ・平成２年９月１日制定 ・なし ・なし
こんにゃくコンちゃん
・平成10年９月１日制定
こんにゃくキゴちゃん

８ 先進地事例

合併市町村名 調 整 内 容

篠 山 市 ①町章、町民憲章、町木、町花及び町歌については、新町において定めるものとする。
②宣言及び表彰については、新町において調整するものとする。

西 東 京 市 ①市章は、新市において調整する。
②市の木、花、鳥は新市において調整する。
③市民憲章、高齢者憲章、都市宣言については、新市において調整する。

、 。 、 。さ い た ま 市 ①市章・市の木・市の花等の象徴的事項については 新市において検討するものとする ただし 市のおどりについては現行のとおりとする
②市民憲章及び各都市宣言については、新市において調整する。
③名誉市民、市民栄誉賞、文化賞及び市政功労賞については新市において継続する。

さ ぬ き 市 ①市章、市民憲章、市木、市花、市歌及び表彰規定については、新市において新たに定める。
②各種イベントについては、原則として現行のとおりとするが、新市において調整を図る。

東 か が わ 市 ①町章・町木・町花については、新市において調整する。
②町歌・町民憲章については、新市において調整する。
③宣言・各種行事については、新市において調整する。
④表彰については、新市に移行後速やかに制度化を図る。

山 県 市 ①市民憲章、市章、市の花、市の木及び宣言は、新市において調整する。
②市民の歌、市民の踊りについては、新市において検討する。
現在の伊自良村及び美山町の歌は、それぞれの地域の歌とし、現在の伊自良村及び美山町の踊りは、それぞれの地域の踊りとする。

③市のキャラクターマーク及びキャッチフレーズについては、新市において検討する。
現在の伊自良村のキャラクターマーク及びキャッチフレーズについては、伊自良地域のキャラクターマーク及びキャッチフレーズとする。

④共同声明については、新市において検討する 、。


